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監査の結果に関する報告の提出について

地方自治法第19 9条第１項及び第７項の規定による監査を旭川市監査基準に準拠して実施し

たので，同条第９項の規定によりその結果に関する報告を次のとおり提出します。
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第 １ 定期監査（財務監査）

１ 監査の対象
⑴ 対象事務

監査の対象については，本市における事務処理上のリスクを考慮して選定するものと

し，市民サービスへの影響，財政負担の程度，発生可能性の観点からリスクの重要度

を評価した上で，過去の監査の実施状況等を総合的に勘案し，監査実施の優先度が高

いと判断された次の事務とした。

ア 収入に関する事務のうち，現金取扱事務

イ 支出に関する事務のうち，負担金，補助及び交付金に関する事務

⑵ 対象部局及び対象期間

負担金，補助及び対象部局 交付金に関する事務 現 金 取 扱 事 務 対象期間

総 合 政 策 部 ○ －

地 域 振 興 部 ○ －

総 務 部 ○ －
令和４年

市 民 生 活 部
○ ４月１日

○ （神楽支所）
～

保 健 所 ○ －
令和４年

環 境 部 ○ － 10月31日

観光スポーツ交流部 ○ －

土 木 部 ○ －

社 会 教 育 部 ○ －

注） 対象事務のある部局は「○」，ない部局は「－」で表示

２ 監査の着眼点
監査の実施に当たり，主な監査の着眼点を次のとおり設定した。

⑴ 負担金，補助及び交付金に関する事務

ア 公益性のない事業又は団体に補助金の交付がなされていないか。

イ 補助の効果は確認されているか。また，補助効果の点より整理すべきものはない

か。
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ウ 補助金等の算出は合理的な基準により行われているか。

エ 補助金等の交付時期は妥当であるか。

オ 補助金等の交付条件は適切に付され，条件どおり交付，履行されているか。

カ 補助金等の条件の履行状況，対象事業の内容，対象経費，使途の適正性及び効果

等について，実績報告書等により確認が行われているか。

キ 精算報告書の内容は十分に確認が行われているか。

ク 予算目的に反する支出はないか。

ケ 支出の特例による支払方法（資金前渡，概算払，前金払等）及び精算等の手続は，

法令等に定めるところにより適時，適正に行われているか。

⑵ 現金取扱事務

ア 現金と領収書等の証拠書類や現金出納簿等の出納関係帳簿は一致しているか。

イ 現金領収すべき金額の算定に必要な書類は整備されているか。

ウ 領収書の取扱いは適正に行われているか。

エ 現金出納簿は，遅滞なく正確に記帳されているか。また，日々，出納関係帳簿等

の点検を行っているか。

オ 領収書を発行しない収納金の確認は適正に行われているか。

カ 現金取扱員以外の者が現金を取り扱っていないか。

キ 収納金は適正に保管されているか。また，私金と混同してないか。

ク 収納金は遅滞なく指定金融機関等に払い込まれているか。

ケ 釣銭資金の設定，取扱いと保管は適正に行われているか。

コ 金額確認は２人以上の体制で実施しているか。

３ 監査の実施内容
⑴ 実施期間

令和４年12月１日から令和５年３月17日まで

⑵ 実施方法

監査対象部局に対し資料の提出を求め，当該部局の事務が関係規程及び予算に基づ

き適正に執行されているかどうかについて，監査の着眼点を踏まえ，試査による関係

書類の照合，関係職員への質問，実査等，必要な方法をとり監査を実施した。
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４ 監査の結果
監査対象部局別の結果は次のとおり，収入に関する事務は適正に処理されていると認

められたが，支出に関する事務について，一部の部局を除いて不備不適事項が見受けら

れた。

今後の事務執行に当たっては，指摘事項等について，それぞれ必要な措置を講じ，事

務処理に万全を期されたい。

なお，今年度は負担金，補助及び交付金に関する事務を重点項目として監査を実施し

たところであるが，申請書類の確認が不十分だったもののほか，補助金交付基準と補助

金交付要綱等との整合性が図られていないもの，さらには補助金交付要綱等に規定され

ていない事務処理を行っていたものなど，制度運用上の不備が散見されたところである。

令和４年度から本市において内部統制制度が導入されていることから，各部局におい

て，監査の結果も踏まえてリスクを識別し，対応することで，適切かつ厳正な事務執行

に努められたい。

総 合 政 策 部
特に指摘事項なし。

地 域 振 興 部
特に指摘事項なし。

総 務 部
○ 指摘事項
⑴ 支出に関する事務

[検討を要するもの]

① 旭川市職員福利厚生会交付金支出要領において，概算払を規定することなく分

割交付する旨を規定するとともに，交付決定において概算払請求がされていない

のに概算払を決定し，さらにこの決定を変更せずに概算払をしていないことから，

当該変更の意思決定を行うなど必要な措置を講じるとともに，旭川市補助金交付

基準との整合性を図るよう交付金支出要領の見直しを検討されたい。

（職員厚生課）
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市 民 生 活 部
特に指摘事項なし。

保 健 所
○ 指摘事項
⑴ 支出に関する事務

[検討を要するもの]

① 旭川赤十字病院救命救急センター運営費補助金において，要綱の対象経費の範

囲が不明確であるため，対象経費の整理が不十分なまま交付決定していることか

ら，補助対象となる経費の明確化を図るよう検討されたい。 （保健総務課）

② 旭川市公衆浴場設備整備事業費補助金において，対象経費における消費税の取

扱いについて要綱に明確な基準がなく，申請額に消費税を含むか否かを判別する

ことなく交付決定していることから，消費税の取扱いを明確にするよう要綱の見

直しを検討されたい。 （衛生検査課）

環 境 部
○ 指摘事項
⑴ 支出に関する事務

[改善を要するもの]

① 地域エネルギー設備導入支援補助金において，申請書受取時に補助対象経費に

関する説明を誤り，本来対象経費となるリモコンを含めていない申請書を受理し

算定した結果，補助交付決定額が2,000円過少となっているものがあった。

－改善済（環境総務課）

観光スポーツ交流部
特に指摘事項なし。
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土 木 部
○ 指摘事項
⑴ 支出に関する事務

特に指摘事項なし。

○ 意見・要望事項
① 次の補助金の交付事務において，電子申請の導入や請求書の省略など，手続き

の見直しを行っているが，その内容が要綱等に規定されていなかった。事務処理

においても，請求書を事前に受領していたものや未記入等の不備がある申請書を

受理していたものがあったほか，請求書を省略した手続きにおいては請求日を特

定していないために補助金の支払期限が不明瞭となっていた。改めて補助金交付

事務の内容を検証し，必要事項を明確に規定することで，より適正な事務執行と

なるよう改善を図られたい。

・旭川市除雪機械等運転免許取得支援事業補助金

・旭川市街路灯維持補助金

・旭川市街路灯設置補助金

社 会 教 育 部
特に指摘事項なし。
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第 ２ 定期監査（工事監査）

１ 監査の対象等
本監査を行うに当たっては，市の財務事務の執行上のリスクについて，市民サービス

への影響，財政負担の有無，発生可能性の観点からその重要度を評価し，当年度におい

て監査実施の優先度が高いと判断したところである。

対象工事の選定に当たっては，担当部局に偏りが生じないよう考慮した上で，当年度

において施工中の工事のうち，契約金額がおおむね3,000万円以上のものの中から次の

工事を選定した。

対 象 部 局 総務部

工 事 名 総合庁舎建替（Ａ）（Ｂ）新築工事

工 事 場 所 旭川市７条通９丁目

担 当 課 庁舎建設課

工 期 令和２年３月31日から令和５年８月31日まで

契 約 金 額 （Ａ）5,731,000,000円（当初）

5,744,129,948円（変更後）

（Ｂ）3,214,200,000円（当初）

3,220,103,045円（変更後）

施 工 者 （Ａ）新谷・荒井・高・田中・タカハタ共同企業体

（Ｂ）橋本川島・盛永・廣野・吉宮共同企業体

工 事 概 要 （Ａ）

敷地面積 9,957.80㎡（両工区合算）

建築面積 3,689.76㎡（両工区合算）

延床面積 16,204.00㎡

用途 事務所，飲食店，百貨店，マーケット，物品販売店舗

（両工区共）

構造規模 鉄骨造一部鉄筋コンクリート造及び木造，地上９

階，地下１階

最高高さ 44.17ｍ（両工区共）

地業 既製コンクリート杭

（プレボーリング拡大根固めＨｉＦＢ工法）

仕上げ等 屋根 アスファルト防水

外壁 プレキャストコンクリート板
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（Ｂ）

敷地面積 9,957.80㎡（両工区合算）

建築面積 3,689.76㎡（両工区合算）

延床面積 8,412.00㎡

用途 事務所，飲食店，百貨店，マーケット，物品販売店舗

（両工区共）

構造規模 鉄骨造，９階

最高高さ 44.17ｍ（両工区共）

地業 既製コンクリート杭

（プレボーリング拡大根固めＨｉＦＢ工法）

仕上げ等 屋根 アスファルト防水

外壁 プレキャストコンクリート板

２ 監査の着眼点
監査の実施に当たり，主な監査の着眼点を次のとおり設定した。

ア 都市計画及び事業決定の手続が適正に行われており，また，工事の計画通知関係

書類が整備されているか。

イ 当該工事について予算と整合がとれており，工事施工の決裁手続が適正に行われ

ているか。

ウ 事業目的，法令等に適合した設計となっているか。

エ 仕様書，図面等の設計図書は的確に作成されているか。

オ 工期の設定は適切に行われているか。

カ コスト削減意識を反映した設計となっているか。

キ 積算基準，積算資料等の整備状況及びその運用が適切であり，また，数量及び金

額が正確で，それらの算出根拠が明確か。

ク 入札の方法及び手続は適正に行われているか。

ケ 契約金額，契約目的，履行の期限及び場所など，契約の内容は適切か。

コ 法令等を遵守し，設計図書どおり施工されているか。

サ 工程管理及び品質管理が適切に行われているか。

シ 現場の安全管理は適切に行われているか。

ス 工期変更，設計変更の理由，内容，時期が適切であり，また，工事が遅延した場

合の措置は適切であるか。

セ 工事前に被害が予想されるものについて，写真撮影，測量等により着手前の状態

が記録されているか。
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３ 監査の実施内容
⑴ 実施期間

令和４年９月１日から令和５年３月17日まで

⑵ 実施方法

本監査は，工事に関する専門的知識が必要となることから，対象工事に係る設計，積

算，施工状況及び工事現場の安全管理などの技術面に関する調査を協同組合総合技術士

連合に委託し，技術士の派遣を求めた。

実施に当たっては，技術士が令和４年12月23日に行った実地調査において，工事の概

況説明及び工事現場の調査に立ち会った上で，委託先から提出された調査報告書の内容

を基に監査を実施した。

４ 監査の結果
対象工事に係る設計，積算，施工状況及び工事現場の安全管理などの技術面に関する

ことについて，委託先から提出された調査報告書を考察した結果，当該報告書における

調査結果の範囲において，工事執行関係の諸手続は適切に行われているとともに，施工

状態における工事技術上の問題はなく，適正であると認められた。
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第 ３ 公の施設の指定管理者監査

１ 監査の対象等
本監査を行うに当たっては，市及び団体の財務事務の執行上のリスクについて，市民

サービスへの影響，財政負担の程度，発生可能性の観点からその重要度を評価し，当年

度において監査実施の優先度が高いと判断したところである。

対象団体の選定に当たっては，公の施設の指定管理を行っている団体のうち，担当部

局に偏りが生じないよう考慮した上で，過去の監査の実施状況等を踏まえて決定した。

対 象 団 体 西神楽センター運営委員会

対 象 施 設 旭川市西神楽農業構造改善センター

監査の対象事務 令和３年度における施設管理に係る出納その他の事務

指 定 期 間 令和２年４月１日～令和７年３月31日

委 託 金 額 令和３年度 22,558,000円

所 管 部 局 市民生活部，社会教育部

利 用 料 金 制 適用なし

２ 監査の着眼点
監査の実施に当たり，主な監査の着眼点を次のとおり設定した。

⑴ 団体関係

ア 法定点検が必要な施設，設備等は定められた時期に適切に点検が行われているか。

また，点検結果で改善すべき事項があった場合に速やかに措置が講じられているか。

イ 協定等に基づく義務の履行は適切に行われているか。

ウ 利用料金の設定等は適正になされているか。

エ 指定管理者が使用料等を徴収又は収納している場合，その使用料等を適正に払い込

んでいるか。

オ 条例に基づき使用料等の減免をしている場合，その手続は適正に行われているか。

カ 行政財産の目的外使用許可等，市長のみが行うことができる権限に属する事務が行

われていないか。

キ 公の施設の管理に係る管理規程，経理規程，情報セキュリティ規程等の諸規程は，

整備されているか。また，それら諸規程に基づいた事務が執行されているか。

ク 利用促進及び利用者サービスの向上のための取組はなされているか。

ケ 自主事業を実施する場合は，協定等に基づき適正に実施されているか。

コ 公の施設の管理に係る収支会計経理は適正になされているか。また，他の事業との
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会計区分は明確になっているか。

サ 公の施設の管理に係る出納関係帳簿等の整備，記帳は適正になされているか。また，

領収書等の証拠書類の整備，保存は適切か。

⑵ 所管部局関係

ア 公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定は，法，条例等に根拠をおいているか。

イ 指定管理者の指定は適正，公正に行われているか。

ウ 管理に関する協定等の締結は適正に行われているか。

エ 協定書等には必要事項が適正に記載されているか。

オ 管理に関する経費の算定，支出の方法，時期，手続等は適正になされているか。

カ 事業報告書の点検は適切になされているか。

キ 指定管理者に対して適時かつ適切に当該業務又は経理の状況に関し報告を求め，調

査し，又は指示を行っているか。

ク 本来，市が実施すべき修繕等を放置しているものはないか。又は指定管理者の費用

で実施させていないか。

ケ 指定管理者制度の採用により，効率的な管理，運営が図られ，利用促進が働くもの

となっているか。

３ 監査の実施内容
⑴ 実施期間

令和４年12月１日から令和５年３月17日まで

⑵ 実施方法

対象施設の所管部局及び対象団体から提出された資料に基づき，公の施設の管理に係

る事務事業の実施状況を聴取し，主に指定の手続から当年度の事業報告書の点検に至る

までの事務が適正に執行されているかどうかについて，監査の着眼点を踏まえ，試査に

よる関係帳簿及び書類の照合，関係職員への質問，実査等，必要な方法をとり監査を実

施した。

なお，地方自治法第199条の２の規定に基づき，大鷹明監査委員を除斥した。

４ 監査の結果
公の施設の管理に係る事務について監査した結果，おおむね適正であると認められた。

今後とも，適正な施設の管理に努められたい。
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西神楽センター運営委員会
○ 指摘事項

特に指摘事項なし。

○ 意見・要望事項
⑴ 団体に関する事項

① 当団体には，経理規程に相当するものがなく，慣例による事務処理が行われて

おり，経理上の事務処理の誤りも散見された。不正や誤りの発見及び防止機能を

高めるとともに，適切な会計処理の継続が期待されることから，経理規程を設け，

それに基づく事務処理を行うことを検討されたい。
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第 ４ 出 資 団 体 監 査

１ 監査の対象等
本監査を行うに当たっては，市及び団体の財務事務の執行上のリスクについて，市民

サービスへの影響，財政負担の程度，発生可能性の観点からその重要度を評価し，当年

度において監査実施の優先度が高いと判断したところである。

対象団体の選定に当たっては，市が資本金等の４分の１以上の出資を行っている６団

体の中から過去の監査の実施状況を踏まえ，前回の平成30年度実施から一定の期間を経

ている次の団体に決定した。

対 象 団 体 一般財団法人 旭川市勤労者共済センター

資 本 金 等 32,800千円

市 出 資 額 14,000千円（市出資割合42.7%）

所 管 部 局 経済部

２ 監査の着眼点
監査の実施に当たり，主な監査の着眼点を次のとおり設定した。

⑴ 団体関係

ア 設立目的（出資目的）に沿った事業運営が行われているか。

イ 団体が一般財団法人となっている場合，出捐した財産は計画に基づき適切に公益目

的のために使用されているか。

ウ 経営成績及び財政状態は良好か。

エ 経済性，効率性，透明性の観点から適切な契約事務が行われているか。特に随意契

約についての契約事務は適切か。

オ 定款及び経理規程等諸規程は整備されているか。それらの諸規程に基づいた事務が

執行されているか。

カ 決算諸表等は法令等に準拠して作成されているか。

キ 事業成績，財政状況は適正に決算諸表等に表示されているか。

ク 出納関係帳票等の整備，記帳は適正になされているか。また，領収書等の証拠書類

の整備，保存は適切か。

ケ 団体の監査役や監事は独立性が確保され，有効に機能しているか。

コ 会計経理及び財産管理は適切か。また，活用されていない財産等はないか。

サ 資金の運用は適切か。また，経費節減は図られているか。

シ 現金や預金通帳，銀行印の管理体制は適切か。
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ス 団体の内部統制体制は適切に整備され，運用されているか。

⑵ 所管部局関係

ア 出資目的及び出資金額等は妥当か。

イ 出資者としての権利行使は適切に行われているか。

ウ 出資金等の支出手続は適正か。

エ 株式又は出資による権利は財産台帳に登録され，決算書類に適正に表示されている

か。

オ 増・減資等はあるか。また，配当がある場合には，配当金は確実に収入されている

か。

カ 有価証券の保管は良好か。

キ 出資団体の経営成績及び財政状態を十分把握し，適切な指導監督を行っているか。

ク 出資団体に派遣している職員があり，給与を負担している場合，その根拠は条例に

規定されているか。

３ 監査の実施内容
⑴ 実施期間

令和４年12月１日から令和５年３月17日まで

⑵ 実施方法

資本金等を出資した所管部局及び対象団体に対し資料の提出を求め，団体の事務事業

の実施状況を聴取し，令和３年４月１日から令和４年３月31日までについて，監査の着

眼点を踏まえ，試査による関係諸帳簿及び書類の照合，関係職員への質問，実査等，必

要な方法をとり監査を実施した。

４ 監査の結果
団体の事業に係る出納その他の事務について監査した結果，次のとおり事務処理上の

不備不適事項が見受けられた。

今後とも指摘等を受けたことに十分留意するとともに，設立目的に沿った適切な事務

の執行に努められたい。
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一般財団法人 旭川市勤労者共済センター
○ 指摘事項
⑴ 団体に関する事項

[検討を要するもの]

① 事務処理について，事務処理規則では，文書処理の原則を規定しているが，所

定様式によることなく発注処理をしていたもの，施行伺や予定価格，変更契約書，

検査調書の作成がないもの，一者特命随意契約の理由の記載のないもの，また契

約書作成の省略や納入期限が文書で意思決定されていないもの等が確認されたこ

とから，適切な事務処理の徹底を図るため，事務処理規則の見直しを早急に図ら

れたい。

② 切手の保管状況について，令和３年度中の在庫の月平均額は約17万３千円であ

る一方，一月当たりの最大払出額は約１万９千円と，在庫金額と払出金額との間

に多額の差が認められたことから，経済性及び安全性の面から払出見通しを立て，

適切な在庫管理を検討されたい。

⑵ 所管部局（経済部）に関する事項

特に指摘事項なし。

○ 意見・要望事項
⑴ 団体に関する事項

① 助成金及び共済給付金支払事務について，請求金額に誤りのあるものを含め，

記載事項の誤記が散見されたことから，請求書等の証拠書類の適切な整備の徹底

を図られたい。

② 財務諸表と会計処理規則細則との勘定科目の整合性について，平成30年度に実

施した監査で指摘していたにもかかわらず，依然として改善が図られていないも

のが見受けられたことから，適切に表示するよう細則を見直すとともに，それに

基づく会計処理を徹底されたい。
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⑵ 所管部局（経済部）に関する事項

① 当団体における事務処理において，会計処理規則や事務処理規則等に定めたと

おりに行われていないものが契約事務を中心に多数見受けられたことや，前回監

査指摘事項の措置内容が不十分であったことから，書類の確認審査を厳格に行う

ことなど，適切な事務執行が確保されるよう団体の関係事務の見直しに当たり必

要な指導，助言をされたい。
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＜資料１＞

監査対象団体の概要

１ 設立目的及び事業内容
⑴ 設立目的

旭川市内に所在する中小企業の事業所に勤務する者（中小企業勤労者）のための総
合的な福祉に関する事業を行うことにより，中小企業勤労者の福祉の向上，中小企業
の振興及び地域社会の発展に寄与することを目的とする。

⑵ 実施事業
ア 中小企業勤労者の共済に関する事業
イ 中小企業勤労者の生活の安定に係わる事業
ウ 中小企業勤労者の健康の維持増進に係わる事業
エ 中小企業勤労者の自己啓発及び余暇活動に係わる事業
オ その他共済センターの目的を達成するために必要な事業

２ 財団指定正味財産
32,800,000円（うち旭川市出捐14,000,000円 出資率42.7％）

３ 役職員数（令和４年３月31日現在）
役 員 理 事 ６人（うち理事長１人，副理事長２人）

監 事 ２人
職 員 事務局長（欠員），主事 ２人，臨時職員 ２人

４ 令和３年度の事業実績

⑴ 会員数

395事業所 4,231人（令和４年３月31日現在）

⑵ 共済給付事業

給 付 の 種 類 給付金額(円) 給付件数 金額(円)

祝 金 成人 10,000 28 280,000

結婚 10,000 54 540,000

出産 10,000 58 580,000

入学祝（小学校） 10,000 117 1,170,000

卒業祝（中学校） 10,000 114 1,140,000

銀婚祝 10,000 44 440,000

還暦祝 10,000 88 880,000

503 5,030,000
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給 付 の 種 類 給付金額(円) 給付件数 金額(円)

弔 慰 金 本人の死亡 100,000 7 700,000

配偶者の死亡 50,000 5 250,000

子の死亡 20,000 0 0

親の死亡 10,000 158 1,580,000

170 2,530,000

見 舞 金 傷病 30日以上 15,000 38 570,000

38 570,000

退会餞別 ５年以上10年未満在会 10,000 40 400,000

10年以上15年未満在会 20,000 23 460,000

15年以上20年未満在会 30,000 23 690,000

20年以上25年未満在会 40,000 14 560,000

25年以上在会 50,000 27 1,350,000

（55歳以上） 127 3,460,000

合 計 838 11,590,000

⑶ 福利厚生事業

事 業 内 容 参加者（利用者）(人) 事業費(円)

ア 健康の維持増進事業

※旭川ハーフマラソン，バーサーロペット・ジャパンは中止

(ｱ) 人間ドック助成 22 220,000
市立旭川病院
実施期間 令和３年４月１日～令和４年２月28日

(ｲ) 脳ドック助成 11 77,000
市立旭川病院
実施期間 令和３年４月１日～令和４年２月28日

(ｳ) がん検診助成 88 57,900
旭川がん検診センター
実施期間 令和３年４月１日～令和４年３月28日

(ｴ) 生活習慣病予防健診助成 233 466,000
はらだ病院，日赤，厚生病院
実施期間 令和３年４月１日～令和４年３月31日

(ｵ) インフルエンザ予防接種助成 438 438,000
山下内科循環器科,はらだ,高砂台病院など５指定病院
実施期間 令和３年10月１日～令和４年１月31日

(ｶ) 感染症予防対策事業 4,260 1,950,080
除菌スプレー(１個)，除菌シート(２個)の全会員へ
の無償提供
実施期間 令和３年６月

健康の維持増進事業 計 5,052 3,208,980
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事 業 内 容 参加者（利用者）(人) 事業費(円)

イ 自己啓発・余暇活動事業

※ソフトボール大会，ボウリング大会，ワーカーズミーティングは中止

(ｱ) 保養施設宿泊助成 285 1,140,000
協定13施設
実施期間 令和３年４月１日～令和４年３月31日

(ｲ) ミールクーポン助成 1,563 4,689,000
実施期間 令和３年４月１日～令和４年３月31日

(ｳ) がんばろう旭川スイーツ購入助成 1,031 1,031,000
実施期間 令和３年９月１日～令和４年１月31日

(ｴ) 映画前売助成 1,089 1,179,630
ディノスシネマズ旭川，シネプレックス旭川
実施期間 令和３年４月１日～令和４年３月31日

(ｵ) 北海道グリーンランド施設利用助成 29 13,200
岩見沢市志文町
実施期間 令和３年４月24日～令和３年10月24日

(ｶ) 北海道グリーンランド前売券販売 21 26,550
岩見沢市志文町
実施期間 令和３年４月24日～令和３年10月24日

(ｷ) 登別伊達時代村施設利用助成 11 4,400
登別市中登別
実施期間 令和３年４月１日～令和４年3月31日

(ｸ) さくらんぼ狩り入園助成 72 28,800
近沢果樹園
実施期間 令和３年７月中旬～８月上旬

(ｹ) イチゴ狩り助成 76 38,000
菜ん野花ん家ふぁーむ
実施期間 令和３年６月

(ｺ) 万葉の湯入館チケット助成 2,811 3,035,880
実施期間 令和３年４月１日～令和４年3月31日

(ｻ) 道立美術館（北海道新聞社助成） 27 21,240
江口寿史展ほか
実施期間 令和３年７月

(ｼ) その他の公演前売助成 36 150,460
演歌コンサートほか
実施日 令和３年６月ほか

(ｽ) スキーリフト等利用割引券発行 762 0
カムイスキーリンクスなど4施設
実施期間 令和３年12月１日～令和４年３月25日

自己啓発・余暇活動事業 計 7,813 11,358,160

ウ 生活の安定に係わる事業
(ｱ) 旭川市内の専門店，レストラン，レジャー施設と

の協定による会員の割引利用
11社26拠点による割引利用協定を継続
・旭川市内ホテル内レストラン3箇所の割引利用
・旭川市内レジャー施設3箇所の割引利用
・旭川市内の専門店7店20拠点の割引利用
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＜資料２＞

注）本表は，当法人の決算書から抜粋したものである。
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＜資料３＞

注）本表は，当法人の決算書から抜粋したものである。


